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資料１ 



○市民動物園会議の傍聴に関する要領（案） 

（目的） 

第１条 この要領は、市民動物園会議規則（平成 26年 10月６日規則第 66号）第６条に基

づき、円滑な審議を図るために、動物園会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（会議の傍聴） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 

２ 傍聴人は、前項に定める席以外の場所において傍聴してはならない。 

（傍聴人員の制限） 

第３条 議長は、傍聴席の都合により、傍聴人員を制限することができる。この場合にお

ける傍聴人の決定は先着順による。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第４条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(１) 凶器その他の危険物を持っている者 

(２) 示威のための旗、プラカード、拡声装置等を持っている者 

(３) 異様な服装をしている者 

(４) 酒気を帯びていると認められる者 

(５) その他議長において会議の秩序維持のため必要があると認めた者 

（傍聴人の禁止行為） 

第５条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の行為をしてはならない。 

(１) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明すること 

(２) 飲食又は喫煙 

(３) パソコン又は携帯電話の使用 

(４) 会議の妨害又は他の傍聴者の傍聴の妨げとなるような行為 

(５) その他会議の秩序を乱す行為 

２ 傍聴人は、写真、映像等を撮影し、又は録音をする際には、開会前に議長に申し出て

許可を得るものとする。 

（傍聴人の退場） 

第６条 議長は、会議を公開しないこととした時、又は傍聴人がこの要領に違反するとき

は、退場を命ずることができる。 

（その他） 

第７条 議長はこの要領において、職員に指示をし、必要な措置を行わせることができる。 
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別紙             

円山動物園職員のウッチーへの対応に係る関係法令の基準適合状況 

事情聴取、立入検査、事故報告書から確認された円山動物園の対応 円山動物園の対応に係る動物管理センターの見解 適合しないと考える関係法令の基準※ 

 ３頭同居訓練の実施にあたり、計画の策定や起案処理など書面で

まとめたものは作成していなかった。 

 他に成功例を確認できていない３頭同居訓練を実施した。 

 同居訓練時にウメキチとウッチーの闘争を確認したが、その後

も同じ組み合わせで同居訓練を継続し、７月 24日（金）には、

約 20分に及ぶ闘争が発生した。 

 ウメキチとハッピイの同居訓練では、６月中は闘争を確認した

が、７月には闘争もなく、４～７時間／日の同居を８回実施して

いたが、その後ウッチーを含めた３頭同居訓練を実施した。 

 同居訓練の組み合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発

生することを避けるための措置が講じられていなかったと

考えられる。 

○第５条第１号ニ 

異種又は複数の動物の飼養又は保管をする場合には、ケージ等

の構造若しくは配置又は同一のケージ等内に入れる動物の組み

合わせを考慮し、過度な動物間の闘争等が発生することを避ける

こと。 

●第３ 共通基準 １ ⑴ オ 

異種又は複数の展示動物を同一施設内で飼養及び保管する場

合には、展示動物の組合せを考慮した収容を行うこと。 

 ６月 20日（土）、６月 26日（金）、７月６日（月）の同居訓練時

に闘争が起こり、それによってウッチーが負傷を確認していた

が、同居訓練を継続した。 

 ７月 24 日（金）もウメキチとウッチーの同居訓練を実施し、約

20分に及ぶ闘争が終わるまでの間、闘争を中止させるための放水

などの対応を取っていなかった。 

 ウッチーは負傷していたが、同居訓練を継続しており、訓練

等が過酷なものとならないようにするための措置が講じら

れていなかったと考えられる。 

○第５条第１号ヲ 

展示業者及び訓練業者にあっては、動物に演芸をさせ、又は訓

練をする等の場合には、動物の生理、生態、習性等に配慮し、演

芸、訓練等が過酷なものとならないようにすること。 

 ７月 17 日（金）にウッチーの後肢に裂傷を確認し、抗生物質を

投薬したが、この裂傷は７月６日（月）の同居訓練時の闘争によ

って負傷したものであった。 

 ７月６日（月）の闘争時の負傷に対して、獣医師による適切

な診療や措置が講じられていなかったと考えられる。 

○第５条第２号ニ 

動物が疾病にかかり、又は傷害を負った場合には、速やかに必

要な処置を行うとともに、必要に応じて獣医師による診療を受け

させること。  ７月 24 日（金）の闘争後、エサに抗生物質と止血剤を混ぜてウ

ッチーに与えたが、エサはほとんど食べられていなかった。 

 実質投薬できていないことを確認した際に、他の獣医師に相

談したり、他の方法による投薬を検討したりするべきであっ

たと考えられる。 

 ７月 24 日（金）もウメキチとウッチーの同居訓練を実施し、約

20分に及ぶ闘争が終わるまでの間、闘争を中止させるための放水

などの対応を取っていなかった。 

 ７月 24 日（金）の闘争後に行った獣医師による措置は、エサに

抗生物質と止血剤を混ぜてウッチーに与える、というものであっ

た。 

 インターネット上に公開されていた７月 24 日（金）の闘争

の動画を見る限り、獣医師や飼育員がしっかりと観察してい

れば、ウッチーがかなりの深手を負っていることは推察でき

たが、負傷したウッチーを保護するための措置や獣医師によ

る適切な措置が講じられていなかったと考えられる。 

●第３ 共通基準 １ ⑴ イ 

動物の疾病及び負傷の予防等日常の健康管理に努めるととも

に、疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡した動物に対して

は、その原因究明を含めて、獣医師による適切な措置が講じられ

るようにすること。また、みだりに、疾病にかかり、又は負傷し

た動物の適切な保護を行わないことは、動物の虐待となるおそれ

があることを十分認識すること。 

 ６月 20日（土）、６月 26日（金）、７月６日（月）の同居訓練で

負傷した推定 30歳以上のウッチーを隔離せずに、７月 24日（金）

も同居訓練を継続した。 

 ７月 24 日（金）の闘争で負傷したウッチーを、寝室においてハ

ッピイと同居させた。 

 高齢かつ負傷しているウッチーに対して、隔離したり、休息

を与えたりしておらず、また十分な治療も行われていなかっ

たと考えられる。 

●第３ 共通基準 １ ⑴ キ 

疾病にかかり、若しくは負傷した動物、妊娠中の若しくは幼齢

の動物を育成中の動物又は高齢の動物については、隔離し、又は

治療する等の必要な措置を講ずるとともに、適切な給餌及び給水

を行い、並びに休息を与えること。 

 同居訓練中のため、ケンカになることがある旨の掲示をしていた

が、負傷しているウッチーを展示していることの説明は特にして

いなかった。 

 この掲示では、同居訓練で負傷したウッチーを引き続き展示

していることの経緯などに関する情報が不足しており、観覧

者に対して十分な説明が行われていなかったと考えられる。 

●第４ 個別基準 １ ⑴ ア 

障害を持つ動物又は治療中の動物を展示する場合は、観覧者に

対して展示に至った経緯等に関する十分な説明を行うとともに、

残酷な印象を与えないように配慮すること。 

※ ○…法第 21条第１項で規定する基準 ⇒ 施行規則第８条第１項第 12号で規定する細目 ⇒ 第一種取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目 

（平成 18年１月 20 日環境省告示第 20号、最終改正平成 26 年５月 30 日環境省告示第 70 号） 

●…展示動物の飼養及び保管に関する基準（平成 16年４月 30日環境省告示第 33号、最終改正：平成 25年８月 30 日環境省告示第 83号） 



― 札幌市円山動物園マレーグマの死亡事案に係る改善計画書 ― 

平成 27年８月 28日策定 

 

１ 改善の方針について 

当園は、このたびの動物の死亡事案を引き起こしたことについて、極めて重く受け

止めている。 

改善計画の策定に当たっては、繁殖推進体制のみならず、飼育管理体制全般につい

ても掲げることとし、組織的な見直しを継続的に進め、以て動物の安全が確保される

ことを目指す。 

また、改善計画のうち、一定の時間を要する課題については、動物飼育や動物園運

営に関して知見を有する専門家を外部アドバイザーとして適宜招へいし、慎重に検討

を進めていく。 

 

２ 改善計画について 

改善勧告書において、札幌市動物管理センターから指摘のあった内容に沿って、次

の改善を図る。 

⑴ 法の基準に適合した適正な飼育実施体制の構築 

ア 獣医師機能の強化【平成 27年９月、10月実施予定】 

動物の健康管理を担う獣医師業務は、動物園運営において最も優先すべきもの

であり、速やかに改善を行う必要がある。 

このことから、２つの飼育担当係に分散配置している３名の獣医師を１つの係

に一元集約する（９月）とともに増員を図り（10 月）、動物診療体制を充実させ

るよう、獣医師機能の強化に向けた当面の緊急措置を講じる。 

イ 組織強化のあり方に関する検討【平成 28年春実施予定（外部アドバイザーを活

用して検討）】 

日々の動物診療に加え、動物舎の安全点検や動物の健康管理全般に係る業務を

専門に担当するための組織強化のあり方について、検討を行う。 

ウ 人材確保・育成のあり方に関する検討【実施時期を含め、外部アドバイザーを

活用して検討】 

飼育体制のさらなる充実に向け、飼育の専門的知識・技術を有する人材の確保

や育成のあり方について、他都市の例も参考にしながら、検討を行う。 

エ 開園時間又は休園日のあり方に関する検討【平成 28年春実施予定（外部アドバ
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イザーを活用して検討）】 

動物の体調確認、各動物舎の安全点検及び職員の情報共有をより綿密に行うた

めの時間を十分に確保し、万全の態勢で動物園運営を行うため、開園時間及び休

園日のあり方について、検討を行う。 

⑵ 計画及びマニュアルの整備 

ア 実施計画の整備【平成 27年８月実施済み】 

動物の新規導入や同居、繁殖などの訓練開始又は飼育展示方法などの変更に際

して、個別に実施計画を立案するよう、見直しを図った。 

イ マニュアルの整備【平成 27年９月実施予定】 

既存の「飼育業務マニュアル」（最近改訂 平成 22年 11月）を見直し、今回の

事案を踏まえて内容の改訂を行う。 

改訂に当たっては、特に、高齢動物や負傷動物などの他、飼育環境づくりに配

慮するための事項についても盛り込む。 

⑶ 職員教育の強化【平成 27年９月実施予定】 

飼育業務に携わる全ての職員が、改訂したマニュアルの内容を理解、情報共有

し、また、関係法や通知等（動物愛護法、展示動物の飼養及び保管に関する基準

等）を十分に認識するため、動物取扱責任者（飼育展示課長）が中心となって研

修を実施するなど、職員教育の強化を図る。 

さらに、外部専門講師も招へいした研修を実施するなど、飼育技術の向上に向

けた取組を強化する。 

⑷ 施設の総点検及び改善措置の実施 

ア アフリカゾーンの緊急点検の実施【平成 27年８月 24日から 25日まで実施済み】 

今後開業を予定しているアフリカゾーンへの大型動物移動に係る技術的助言を

他の動物園から受けるため、２日間にわたる施設点検を実施した。 

イ 一時閉園の実施【平成 27年９月 14日から 18日まで実施予定】 

開園時間内では実行することが難しい、各施設の総点検、衛生管理の確認及び

各種研修を行うため、５日間にわたる一時閉園（通常 17時閉園のところを 13時

閉園に繰り上げ）を行う。 

⑸ 情報共有促進のための見直し【平成 27年８月実施済み】 

定例の職員ミーティングの時間をこれまで以上に確保し、動物の状態等、飼育管

理に関する情報を組織として遅滞なく共有するよう、見直しを図った。 



― 札幌市円山動物園マレーグマの死亡事案に係る改善計画書 ― 

（解説・補足） 

 

１ 改善の方針について関係 

○ 外部アドバイザーについて 

他の動物園の園長経験者などを予定しています。 

 

２ 改善計画について関係 

⑴ 法の基準に適合した適正な飼育実施体制の構築 

ア 獣医師機能の強化【平成 27年９月、10 月実施予定】 

獣医師の機能集約及び増員によって、次のとおり、飼育体制の強化につながる

と考えています。 

○ 獣医師機能の集約について 

これまで２つの飼育担当係に分散配置していた３名の獣医師を9月1日付で

１つの係に一元集約し、飼育とは異なる立場から責任をもって獣医医療を行い、

より専属的な診療・治療が実施できるよう、体制の整備を行いました。 

これにより、獣医師によるカンファレンス体制の手薄さといった課題の改善

を図り、加えて、次のような取組も実施することとしました。 

・ 動物施設の巡回点検の強化（生活環境、衛生管理、動物居室の安全管理等） 

・ 動物取扱責任者も含めた診療方針会議の拡充（組織マネジメントの強化） 

○ 獣医師の増員について 

・ 一人あたりの獣医師にかかる既存業務の負担軽減 

・ 複数の視点あるいはチームとしての検討などによる多角的な治療方針、治

療行為の実施 

・ 動物施設の安全点検回数機会の増 

 

イ 組織強化のあり方に関する検討【平成 28 年春実施予定（外部アドバイザーを

活用して検討）】 

○ 組織強化のあり方に関する検討について 

既に実施している短期的な取組としては、ミーティングなどの充実を通し、

情報共有の強化を図った他、中期的な取組として、他の動物園において多く導

入されている、獣医療に関する専門の組織（例えば、「動物病院係」）の設置に
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ついても今後検討を行っていきます。 

 

ウ 人材確保・育成のあり方に関する検討【実施時期を含め、外部アドバイザーを

活用して検討】 

○ 人材確保・育成のあり方に関する検討について 

全国には、動物飼育の専門的知識・技術を有する人材確保のため、専門職制

度を導入している動物園もあります。 

こうした例も参考に、今後、外部アドバイザーからの助言を受けながら、組

織強化のあり方を検討していきます。 

 

エ 開園時間又は休園日のあり方に関する検討【平成 28 年春実施予定（外部アド

バイザーを活用して検討）】 

○ 開園時間・休園日について 

円山動物園の営業時間は１日８時間ですが、他の主要な公営動物園は、平均

7.5時間程度となっています。 

また、休園日については、円山動物園は年間３日間のみですが、毎週設けた

り、まとめて時季で設けている動物園も多くあります。 

万全の態勢で動物園運営を行うためには、動物の体調確認や各動物舎の安全

点検、職員の情報共有をより綿密に行うための時間を十分に確保する必要があ

ります。 

このため、他園の状況を参考に外部アドバイザーからの助言を受けながら検

討していきます。 

この課題については、市民サービスの低下につながる懸念もあるため、慎重

な検討が必要と考えています。 

 

⑵ 計画及びマニュアルの整備 

ア 実施計画の整備【平成 27 年８月実施済み】 

○ 「実施計画」の見直し概要について 

動物の移動や同居訓練に関する実施計画を作成するにあたり、他園からの情



 

 

 

報収集等を行うほか、人員体制や役割、緊急時における対応方法等を明記し、

さらに関係職員間で確実に共有する等の見直しを行いました。 

 

イ マニュアルの整備【平成 27年９月実施予定】 

○ 「マニュアル」の見直し概要について 

「マニュアル」は、動物全般の飼育展示に関する日常的な動物舎の点検や安

全確認、施錠管理、展示の工夫などを定めたものですが、動物愛護管理法の基

準に関するチェックリストや高齢動物・負傷動物等に関する取扱に関する事項

を追加するなど、見直しを行います。 

 

⑶ 職員教育の強化【平成 27 年９月実施予定】 

○ 外部専門講師について 

動物愛護管理法については、動物管理センターの職員を、また、動物の訓練に

おいては、先進的な訓練方法を取り入れている他の動物園の職員を予定していま

す。 

 

⑷ 施設の総点検及び改善措置の実施 

ア アフリカゾーンの緊急点検の実施【平成 27 年８月 24日から 25 日まで実施

済み】 

○ 緊急点検の概要について 

点検は、動物管理センター職員、旭川市旭山動物園園長、円山動物園管理職、

獣医師及び飼育員により、８月 24 日、25 日の２日間に渡って、アフリカゾ

ーンを中心に実施しました。 

その際、対策の必要があると確認できた項目は、以下のとおりです。 

・ アフリカゾーン：18項目 

キリン柵構造、キリン水飲み構造、人止め柵の下部隙間、２階デッキの安

全対策、カバの柵構造、間隔等 

・ アジアゾーン：6項目 

ヒマラヤグマの電柵に頼らない逸走対策（返しの追加設置、外檻の壁面の



 

 

 

鉄板化）、マレーバクの外放飼場の日よけ、テナガザル外放飼場の逸走対策等 

・ サル山：1項目 

逸走対策 

これらの項目については、当然のことながら、速やかに修繕等の対策・検討

を講じます。この対策のため、10 月のオープンを予定しているアフリカゾー

ンについては、延期の可能性もあります。 

 

イ 一時閉園の実施【平成 27 年９月 14日から 18 日まで実施予定】 

○ 一時閉園における取組の概要について 

主に以下の取組を予定しています。 

・ 各施設の総点検 

動物愛護管理法に規定する施設基準等を用いた全施設の点検 

・ 衛生管理の総点検 

清掃、消毒や感染症対策等についての点検 

・ 研修 

新マニュアルの運用に関する研修、動物愛護管理法に関する研修、接遇に

関する研修等 

 

⑸ 情報共有促進のための見直し【平成 27年８月実施済み】 

○ 定例職員ミーティングの見直しについて 

午後のミーティングの時間延長し、これまでの各班からの報告に加え、特別な

治療、繁殖、同居など、獣医班からの報告も実施するようにしました。 



第25回会議 
＜検討内容＞ 

・中期的課題に対する提言策定方針検討 

・調査内容について 等 

第27回会議 
＜検討内容＞ 

・中期的課題に対する提言（案）について 
等 

９月３０日 

１２月中旬 

意見反映 

第26回会議 
＜検討内容＞ 

・各調査結果について 

・提言内容（素案）について 等 

１１月中旬 

●改善計画 

●中期的課題 

●検討のプロセス 

●課題解決に向けた取組方針 

＜事務局＞ 

報告・提案 

方針決定 
を反映 

結果報告 

意見反映 

他動物園に対する 
運営状況調査 

●組織体制（獣医療組織等） 
●人材確保、育成体制、仕組み 

●開園時間・休園日 

 等の実例ノウハウの把握 

中期的課題に対する提言 

外部アドバイザー 
からの意見聴取 

市民提案募集 
整理・分析 

提言（事務局素案）作成 

提示 

市民動物園会議における「中期的課題事項」検討スキーム（案） 

知見の提供 
 

各種助言 

 
 
○所掌事務 
 「円山動物園の運営方針についての審議に関すること」 

＜市民動物園会議＞ 

平成27年中 

提示 提言（事務局案）作成 

調査結果提示 
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市民動物園会議における「中期的課題事項」検討スキーム（案）補足 

 

１ 他園館調査の実施について 

⑴ 対象 

⑵ 実施期間 

⑶ 主な調査事項 

 

 

２ 外部アドバイザーの選定について 

⑴  

⑵  

⑶  

 

 

３ 市民提案の募集について 

⑴ 募集期間 

 

⑵ 対象 

 

⑶ 募集方法 
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